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１  趣 旨  

本 ガ イ ド ラ イ ン は 、「 医 療 的 ケ ア 児 及 び そ の 家 族 に 対 す る 支 援 に 関 す る 法

律 」及び「 令和 ６ 年度 版  兵庫 県医 療的 ケア 実施 体 制 ガイ ドラ イン 」に 基づ

き 、加 東 市立 の 小学 校、中学 校 、義 務教 育 学 校 、保育 所 及 び 認定 こど も園（ 以

下「 学 校 等 」と い う 。）にお いて、日 常 的に 医療 的ケ アを 必要 とす る 幼 児又 は

児 童 生 徒（ 以下「 医 療的 ケア 児」と い う 。）が健 康で 安全 な 生活 を送 る こ と及

び 保 護 者 負担 の 軽 減を 図る こと を目 的と し、医 療 的ケ ア を実 施す る た めに 必

要 な 事 項 を定 め る もの とす る。  

 

２  医 療 的ケ アの 対応 の 範 囲  

（ 1）  疾 患 が 相 対 的 に 安 定 し た 後 の 状 態 に 対 応 し て 行 わ れ る も の で あ り 、 日 常

生 活 に お いて そ の 行為 の必 要性 があ る場 合に 行 う 。  

（ 2）  対 応 に あ た っ て は 、 主 治 医 の 具 体 的 な 意 見 と 指 示 を 得 る こ と が で き 、 保

護者 か ら の 依 頼に 基づ いて 、必 要な 手続 き を 経て 行う 。  

（ 3）  主治 医か らの 指 示 に基 づき 、派 遣さ れ た看 護 師 、准 看護 師（以 下「 看 護 師

等」 と い う 。）が 、 職員 や 保 護者 の協 力を 受 け 医療 的ケ ア を 行う 。  

（ 4）  看護 師等 を派 遣 す る日 数や 時 間 につ いて は 、加 東市 教 育 委員 会（以 下「 教

育委 員 会 」 と いう 。）が 総 合 的に 判断 する 。  

（ 5）  原 則 と し て 、 部 活 動 を 除 く す べ て の 教 育 課 程 上 の 学 校 等 の 行 事 に お い て

対応 す る 。  

（ 6）  加 東 市 外 で 実 施 す る 校 園 外 学 習 及 び 宿 泊 を 伴 う 校 園 外 行 事 へ の 看 護 師 等

の 派 遣 に つ い て は 、 予 算 の 範 囲 内 で 対 応 す る も の と す る 。 た だ し 、 教 育 委

員 会 が 看 護 師 等 の 確 保 が で き な か っ た 場 合 、 主 治 医 、 学 校 園 医 の 意 見 や 加

東市 教 育 員 会 医療 的ケ ア運 営協 議会（ 以下「 運 営 協 議 会」と い う 。）の委 員

等 か ら の 助 言 に よ り 、 付 き 添 い が 必 要 と 認 め ら れ る と き は 、 保 護 者 が 対 応

する も の と す る。  

 

３  学 校 等に おい て実 施 で きる 医療 的ケ ア  

こ の ガ イ ドラ イン にお いて 学校 等で 実施 でき る 医 療的 ケア は、次 に 掲げ る

医 療 行 為 とす る 。ただ し、医療 的 ケ アは 、医 療的 ケ ア 児に 対し て在 校園 時間

帯 に 限 り 実施 す る もの とす る。  

な お 、学校 等で 求 めら れ る 医療 的 ケ アの 内容 は 、医 療 的ケ ア児 の健 康状 態

に よ っ て は、 学 校 設備 や支 援体 制の 状況 から 対 応 でき ない 場合 もあ る。  

（ 1）  口 腔 内の 喀痰 吸引  

（ 2）  鼻 腔 内の 喀痰 吸引  
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（ 3）  気 管 カニ ュー レ内 の喀 痰 吸 引  

（ 4）  胃 ろ う又 は腸 ろう によ る 経 管栄 養  

（ 5）  経 鼻 経管 栄養  

（ 6）  そ の 他 、 教 育 委 員 会 及 び 運 営 協 議 会 と の 協 議 に よ り 、 実 施 可 能 で あ る こ

と を 承 認 した 医 療 的ケ ア  

 

４  医 療 的ケ アの 対象 者  

  医 療 的ケ アの 対象 者 は 、学 校 等 に 在 籍す る者 で 、保護 者か ら医 療的 ケ ア 実

施 の 依 頼 があ り、主治 医の 指示 のも と 、校 園 長 、運 営 協 議会 委員 を 委 嘱さ れ

た 医 師（以 下「 医療 的ケ ア指 導医 」と い う 。）及 び 教 育委 員 会が 実施 可 能 と認

め た 者 と する 。  

   

５  医 療 的ケ アの 実施 者  

医 療 的 ケ アは 、主 治 医又 は保 護者 か ら 実施 内容 や方 法の 手技 の伝 達 を 受け

た 看 護 師 等が 実 施 する もの とし 、教 育委 員会 は 、当 該 学校 等に 医療 的 ケ アを

実 施 す る 看護 師 等 の配 置又 は派 遣を 行う 。実施 にあ た っ て は 、直 接 行 為 を行

う 看 護 師 等を 中 心 に職 員が 協力 して 進め るこ と と する 。  

 

６  医 療 的ケ アの 実施 場 所  

医 療 的 ケ アの 実施 場所 は 、学 校等 に おい て学 校等 の運 営 上 、医療 的 ケ ア 児

の 安 全 上 又は 衛 生 上問 題が 生じ ない 範囲 で 、あ らか じ め 校 園長 が定 める 。そ

の 際 、 医 療 的 ケ ア 児 や 保 護 者 の 意 見 及 び 看 護 師 等 の 意 見 を 参 考 に 決 定 す る 。 

校 園 長 は 、医 療的 ケ アの 実施 場所 に つ いて 定め たと き又 は実 施場 所 に 変更

が 生 じ た とき は 、 教育 委員 会に 報告 しな けれ ば な らな い。  

校 園 外 学 習及 び 宿 泊を 伴う 校園 外行 事に 参加 す る 場合 は、事 前に 、校園 長 、

保 護 者 、主 治医 及 び学 校 園 医等 が 協 議し 、医療 的ケ ア 児が 安全 かつ 安 心 に医

療 的 ケ ア を受 け ら れる 場所 を確 認し た上 で実 施 す るこ とと する 。  

 

７  学 校 等に おけ る医 療 的 ケア に関 わる 関係 者の 役割  

(1)  教育 委 員 会の 役割  

(ア )  運 営 協 議 会 を 開 催 し 、 学 校 等 に お け る 医 療 的 ケ ア の 内 容 、 医 療 的 ケ

ア 児 の 確 認 、 実 施 可 否 の 検 討 、 ヒ ヤ リ ハ ッ ト 及 び ア ク シ デ ン ト 事 例 の

周知 並 び に改 善案 の 確 認、 ガイ ドラ イン の見 直し を 行 う。  

(イ )  保護 者 か らの「【 様 式 ２】医 療 的ケ ア依 頼書」及び「【 様式 ３】医 療的

ケ ア に 関 す る 主 治 医 意 見 書 ・ 指 示 書 」 を 受 理 し た 場 合 は 、 運 営 協 議 会
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で協 議 の 上、医療 的 ケ ア の実 施の 可否 を決 定 し 、そ の結 果 を「【 様 式 ４ 】

医療 的 ケ ア実 施通 知 書 」に より 校園 長を 通じ て保 護者 に通 知す る。  

(ウ )  医 療 的 ケ ア の 実 施 が 決 定 し た 場 合 、 保 護 者 、 学 校 等 と 医 療 的 ケ ア 実

施 体 制 及 び 医 療 的 ケ ア の 実 施 内 容 を 確 認 し 、 看 護 師 等 を 配 置 又 は 派 遣

する 。  

(エ )  医 療 的 ケ ア を 実 施 す る 看 護 師 等 が 決 定 し た 場 合 は 、 速 や か に 看 護 師

等、保 護者 及び 校園 長と 、医 療 的ケ アの 実施 内容 等 に つい て確 認す る。  

(オ )  医 療 的 ケ ア が 円 滑 に 実 施 で き る よ う 、 主 治 医 及 び 看 護 師 等 と 連 携 を

図る 。  

(カ )  医 療 的 ケ ア を 実 施 す る 看 護 師 等 に 対 し 、 兵 庫 県 教 育 委 員 会 主 催 の 研

修 会 等 へ の 参 加 を 奨 励 す る な ど 、 医 療 的 ケ ア に 関 す る 専 門 的 な 情 報 の

提供 を 積 極的 に行 う 。  

(キ )  医 療 的 ケ ア 児 に 関 わ る 職 員 に 対 し 、 看 護 師 等 と 協 力 し て 、 安 全 な 医

療 的 ケ ア の 実 施 が で き る よ う 、 医 療 的 ケ ア に つ い て 理 解 を 深 め る た め

の研 修 へ の参 加を 奨 励 する 。  

(2)  看護 師 等 の役 割  

派遣 さ れ る看 護師 等は 、派 遣 さ れる 時間 にお いて 次の 役割 を 担 う。  

(ア )  専門 性 を 生か し、医 療的 ケ ア 児の 実態 把握 及 び アセ スメ ン ト を行 う。 

    ま た 、 毎 朝 の 健 康 観 察 や 保 護 者 か ら の 報 告 等 を 養 護 教 諭 や 学 級 担 任

等 か ら 聞 き 取 る な ど し 、 よ り 適 切 な 実 態 把 握 に 努 め る と と も に 、 普 段

と 様 子 が 違 う 点 や 気 に な る 点 に つ い て は 、 口 頭 報 告 も 含 め て 養 護 教 諭

や学 級 担 任等 へ伝 え 、 早期 発見 ・対 応に 努め る。  

(イ )  医 療 的 ケ ア 児 に 対 し て 主 治 医 の 指 示 書 に 基 づ き 医 療 的 ケ ア を 実 施 す

る。  

(ウ )  医 療 的 ケ ア の 実 施 状 況 に つ い て 、「【 様 式 ７  参 考 様 式 】 医 療 的 ケ ア

実施 記 録 」を 作成 す る 。  

(エ )  定期 的 又 は必 要に 応じ て 、主 治医 から 必要 な 指 導又 は助 言 を 受け る。 

(オ )  必 要 に 応 じ て 校 園 内 医 療 的 ケ ア 安 全 委 員 会 （ 以 下 「 安 全 委 員 会 」 と

いう 。） や運 営協 議 会に 出席 する 。  

(カ )  【 様 式 ７  参 考 様 式 】 を 基 に 、 安 全 委 員 会 に お い て 、 医 療 的 ケ ア 児

の 健 康 状 態 等 を 報 告 す る 。 ま た 、 医 療 的 ケ ア 児 の 体 調 の 変 化 等 に つ い

ては 、 校 園長 に連 絡 ・ 報告 し、 主治 医の 指示 を仰 ぐ。  

(キ )  医療 的 ケ ア児 の緊 急 時 の対 応を 行う 。  

(3)  校園 長 の 役割  

(ア )  医 療 的 ケ ア の 実 施 に あ た り 、 学 校 等 に お け る 医 療 的 ケ ア の 実 施 に 関
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わ る 内 容 を 明 記 し た 実 施 要 領 を 定 め 、 全 職 員 で 実 施 に 向 け た 体 制 を 整

備す る 。 ただ し、 本 ガ イド ライ ンを 実施 要領 に置 き換 えて もよ い。  

(イ )  安 全 か つ 適 切 な 医 療 的 ケ ア を 実 施 す る た め 、 学 校 等 関 係 者 、 看 護 師

等 、 学 校 園 医 、 医 療 的 ケ ア 指 導 医 及 び 必 要 に 応 じ て 招 集 す る 者 で 構 成

する 安 全 委員 会を 設 置 する 。  

た だ し 、 類 似 の 協 議 体 が あ る 場 合 は 、 そ の 協 議 体 に 上 記 の 安 全 委 員

会の 機 能 をも たせ る な ど、 効率 的な 運営 に努 める 。  

(ウ )  保 護 者 に 対 し て 、 医 療 的 ケ ア の 実 施 内 容 及 び 保 護 者 の 役 割 等 を 説 明

の上 、「【 様 式 １ 】医 療的 ケア につ い て 」、【様 式２ 】及 び【 様式 ３】を 配

付す る 。  

(エ )  保護 者 か ら  【 様式 ２】及び【様 式 ３】を 受 理し た 場 合は 、学 校等 で

の 実 施 体 制 を 検 討 し 、「【 様 式 ８  参 考 様 式 】 医 療 的 ケ ア 個 別 マ ニ ュ ア

ル」及 び「【 様式 ９  参 考様 式 】緊急 時対 応マ ニュ アル 」を 教 育 委 員 会

に提 出 す る。  

(オ )  医 療 的 ケ ア の 実 施 が 決 定 し た 場 合 は 、「【 様 式 ５ 】 医 療 的 ケ ア 実 施 同

意書 」、「【様 式 ６】医 療 的ケ ア を 要す る幼 児児 童生 徒 の 保健 調 査」の記

載を 保 護 者に 依頼 し 、 教育 委員 会に 提出 する 。  

(カ )  医 療 的 ケ ア 実 施 に お け る ヒ ヤ リ ハ ッ ト 及 び ア ク シ デ ン ト 等 が 発 生 し

た場 合 は 、「【 様式 10】医療 的 ケ アに 係 るヒ ヤリ ハッ ト及 び ア ク シ デ ン

ト報 告 書 」を 速や か に 教育 委員 会に 提出 する 。  

(キ )  医 療 的 ケ ア の 実 施 に あ た り 、 保 護 者 、 看 護 師 等 、 主 治 医 、 医 療 的 ケ

ア 指 導 医 、 学 校 園 医 及 び そ の 他 の 関 係 機 関 等 と 連 携 し 、 連 絡 体 制 を 整

備 す る 。 特 に 看 護 師 等 へ は 、 医 療 的 ケ ア 児 の 欠 席 や 学 校 園 行 事 等 の 連

絡を 速 や かに 行う 。  

(ク )  全 職 員 及 び 看 護 師 等 が 医 療 的 ケ ア 児 に つ い て 共 通 理 解 を 図 る と と も

に 、 医 療 的 ケ ア に つ い て の 理 解 を 深 め る た め に 、 医 療 的 ケ ア に 関 す る

研修 会 等 を開 催す る 。  

(ケ )  医 療 的 ケ ア に 関 す る 書 類 は 、 医 療 的 ケ ア 児 の 卒 園 、 卒 業 又 は 転 出 後

５年 間 保 存す る。  

医 療 的 ケ ア の 実 施 に つ い て 確 認 す る 【 様 式 ４ 】 に つ い て は 、 写 し を

教育 委 員 会及 び学 校 等 で保 管し 、保 護者 に原 本を 交 付 する 。  

(コ )  医 療 的 ケ ア 児 の 通 園 、 通 学 や 学 校 園 生 活 上 の 事 故 等 を 未 然 に 防 ぐ た

め、 近 隣 の医 療・ 福 祉 機関 等と 連絡 を取 り合 う体 制づ くり に努 める 。  

ま た 、 放 課 後 等 デ イ サ ー ビ ス 等 の 福 祉 サ ー ビ ス を 利 用 す る 医 療 的 ケ

ア 児 に つ い て は 、 学 校 等 と 障 害 児 通 所 支 援 事 業 所 が 、 保 護 者 の 同 意 の
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もと に 医 療的 ケア に 関 する 支援 情報 を共 有す る。  

(4)  保護 者 の 役割  

(ア )  医療 的 ケ アの 実施 を希 望 す る場 合は 、【様 式２ 】及び【様 式３ 】を 校

園長 に 提 出す る。  

(イ )  医療 的 ケ アの 実施 が決 定 し た場 合は 、【様 式５ 】及び【様 式６ 】を 校

園長 に 提 出す る。  

(ウ )  常 に 連 絡 が 取 れ る 体 制 を 整 え 、 学 校 等 か ら 連 絡 が あ っ た 場 合 は 速 や

かに 対 応 する 。  

(エ )  医 療 的 ケ ア の 実 施 に 必 要 な 医 療 機 器 及 び 消 耗 品 等 を 準 備 し 、 点 検 、

整備 及 び 管理 等を 行 う 。  

(オ )  登 校 園 時 、 医 療 的 ケ ア 児 の 健 康 状 態 に つ い て 、 学 級 担 任 、 養 護 教 諭

又は 看 護 師等 に報 告 す る。  

(カ )  医 療 的 ケ ア 児 が 受 け た 主 治 医 の 診 察 の 結 果 や 指 示 を 定 期 的 に 学 校 等

へ報 告 す る。  

(キ )  校 園 外 学 習 及 び 宿 泊 を 伴 う 校 園 外 行 事 で 看 護 師 等 が 不 在 の 場 合 は 、

医 療 的 ケ ア を 実 施 す る 。 ま た 、 主 治 医 、 医 療 的 ケ ア 指 導 医 、 学 校 園 医

の 意 見 や 運 営 協 議 会 の 委 員 等 か ら の 助 言 に よ り 、 付 き 添 い が 必 要 な 場

合は 、 保 護者 が対 応 す るも のと する 。  

(ク )  学 校 等 が 医 療 的 ケ ア の 実 施 に お い て 安 全 に 実 施 で き る こ と が 確 認 で

きる ま で 、医 療的 ケ ア 児に 付き 添う 。  

(5)  養護 教 諭 の役 割  

(ア )  医 療 的 ケ ア の 実 施 に 係 る 校 園 内 の 連 絡 ・ 調 整 を 学 級 担 任 や 看 護 師 等

と連 携 し て行 う。  

(イ )  安全 委 員 会の 開催 に伴 う 連 絡・ 調整 を行 う。  

(ウ )  医療 的 ケ ア児 の緊 急時 の 対 応を 行う 。  

(6)  学級 担 任 の役 割  

(ア )  保 護 者 と 連 携 し て 家 庭 で の 健 康 状 態 を 把 握 し 、 養 護 教 諭 及 び 看 護 師

等に 連 絡 する 。  

(イ )  学 校 園 生 活 全 般 に お い て 、 医 療 的 ケ ア 児 の 健 康 状 態 を 把 握 し 、 養 護

教 諭 及 び 看 護 師 等 に 連 絡 す る と と も に 、 必 要 に 応 じ て 保 護 者 と 共 有 す

る。  

(7)  医療 的 ケ ア指 導医 の役 割  

運 営 協議 会の 委員 とな り、学校 等 にお ける 医療 的ケ アの 内容 、対 象者 の

確 認 、ヒ ヤ リハ ット 及び アク シデ ント 事例 の周 知並 びに 改善 案 の 確認 を行

う 。また 、主 治医 の 情 報 提供 を基 に、学校 等で 実施 する 医療 的ケ アに つい
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て 、 看 護 師等 及び 学校 等に 指 導 又は 助言 を行 う。  

(8)  主治 医 の 役割  

医 療 的ケ ア児 や保 護者 の同 意の 下 、教 育委 員会 、医 療 的ケ ア児 が通 う学

校 等、学校 園医 又は 医療 的ケ ア に 関係 する 医師 に対 して 、医 療 的ケ ア 児 が

学 校 園 生 活を 送る にあ たっ て 必 要な 情報 を提 供す る。  

(9)  学校 園 医 の役 割  

主治 医 や 医療 的ケ ア指 導医 と 連 携し 、医療 的ケ ア児 が学 校園 生 活 を安 全

に 送 れ る よう 、安 全委 員 会 に指 導又 は助 言 す る。また 、運営 協 議 会及 び医

療 的 ケ ア 指導 医と 情報 交換 ・ 相 談す る。  

 

８  実 施 可否 の決 定  

医 療 的 ケ アの 実施 決定 は、保 護者 から 提 出 さ れ た【 様 式２ 】及 び【 様 式３ 】

に 従 っ て 運営 協 議 会で 協議 し、 教育 委員 会が 決 定 する 。  

 

９  費 用 負担  

(1)  教 育 委員 会は 、看 護師 等 に 係る 委託 料、報酬 、報償 費又 は交 通 費 等の 費

用 を 負 担 する も の とす る。  

(2)  保 護 者は 、主 治 医に 対す る診 療報 酬 、指 示料 並び に 医 療的 ケア に 必 要な

医 療 器 具 及び 消 耗 品等 の費 用を 負担 する もの と す る。  

 

10 医 療 的ケ アの 継続 等 に つい て  

(1)  校 園 長は、翌年 度の 医療 的ケ ア の 実施 に 関 して 保護 者に 希望 の 有 無を 確

認 し 、 医 療 的 ケ ア を 継 続 す る 場 合 、 実 施 内 容 を 変 更 す る 場 合 又 は 新 規 に 実

施 を 希 望 す る 場 合 は 、 原 則 と し て 、 前 年 ７ 月 ま で に 教 育 委 員 会 に 報 告 し な

け れ ば な らな い 。  

(2)  校 園 長は 、医 療 的ケ アの 実施 を中 止す る場 合は 、速 や かに 教育 委 員 会に

主 治 医 意 見書 を 添 えて 報告 しな けれ ばな らな い 。  

 

11 緊 急 時の 対応  

(1)  学 校 等は 、保 護者 、主治 医、学校 園医 、医療 機関 及 び 消防 署等 の 関 係機

関 と の 連 絡 支 援 体 制 の 整 備 を 図 る と と も に 、 医 療 的 ケ ア 児 に 異 常 が 生 じ た

場 合 、速や か に 対 応で きる よ う 、関 係医 療 機 関等 と協 議の 上、【 様式 ９  参

考 様 式 】を作 成 し、緊急 時に は次 の と おり 必要 な措 置を 講じ るも の と する 。  

(ア )  校 園 長は、緊急 時 に は【 様式 ９  参 考様 式】に 従 い、事 故の 内 容 を把

握 し 、医 療機 関へ 搬送 する 等必 要な 措置 をと る。  
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(イ )  学 級 担任 は 、緊 急 時に は【様 式９  参考 様 式 】に従 い 、管 理 職 、養 護

教 諭 、看 護師 等、 保護 者に 連絡 する 等必 要な 措置 をと る。  

(ウ )  養 護 教諭 、看護 師 等は 、緊急 時に は【様 式 ９  参考 様 式】に 従い 、主

治 医 に連 絡す る等 必要 な措 置を とる 。  

(2)  【 様 式 ９  参 考 様 式 】 に 記 載 す べ き 内 容 は 、 次 の と お り と す る 。 ま た 、

学 校 等 は 、【 様 式 ９  参 考 様 式 】 に 基 づ き 、 訓 練 を 実 施 す る 等 緊 急 時 に 備

え た 対 応 を具 体的 に確 認す る こ とと する 。  

(ア )  医 療 的ケ ア児 の名 前、学 年、保 護者 名 、住所 、自宅 電話 番 号 及 び緊 急

連 絡 先  

(イ )  予 想 され る容 態の 変化 及び その 対応  

(ウ )  関 係 者の 役割  

(エ )  校 園 長、 教頭 又は 副園 長及 び学 級担 任不 在時 の対 応  

(オ )  緊 急 時搬 送病 院の 名称 及び 電話 番号  

(カ )  主 治 医の 名前 及び 連絡 先  

(キ )  そ の 他、 校園 長が 必要 と定 める 事項  

 

12 ヒ ヤ リハ ット 及び ア ク シデ ント 事例 の報 告  

校 園 長 は 、ヒヤ リ ハッ ト 及 びア ク シ デン ト等 が発 生し た 場 合に は 、速 や か

に 教 育 委 員会 に 一 報を 入れ る。そ の 後 、校園 内で 早 急 に原 因 分 析を 行い 、改

善 策 の 共 通理 解 を 図り 、【 様式 10】 に より 教育 委員 会に 報告 する 。 ま た、 必

要 に 応 じ て主 治 医 又は 学校 園医 の助 言を 受け る も のと する 。  

教 育 委 員 会は 、学 校 等か らヒ ヤリ ハ ッ ト及 びア クシ デン ト等 の事 例 の 報告

を 受 け た 場合 は 、その 内 容 につ い て 他に 同様 の事 例が 起 こ らな いよ う 、対応

を 検 討 す るも の と する 。ま た 、医 療 的 ケア に関 する 研修 会等 で注 意 喚 起す る

な ど 、様々 な機 会 で安 全・安 心な 医 療 的 ケア の実 施 に つい て周 知を 図 る とと

も に 、 原 因を 分 析 し、 未然 防止 の啓 発に 努め る も のと する 。  

 

13 災 害 時等 の対 応  

(1)  自 然 災害 時等  

(ア )  校 園 長は 、災 害時 に も医 療的 ケ ア が実 施で きる よう 、医 療 的 ケ ア児 の

状 態 に応 じて、医療 材料 や医 療 器 具及 び 非 常食 等の 準備 及び 備 蓄 につ い

て 、 あら かじ め保 護者 との 間で 協議 をし てお く。  

(イ )  校 園 長は 、人 工呼 吸 器等 の 医 療機 器を 使用 する 医療 的ケ ア 児 がい る場

合 に は、電 源の 確保 や日 頃か ら 必 要と す る 医療 機器 のバ ッテ リ ー 作動 時

間 の 確 認 等 の 点 検 を 行 う と と も に 、 あ ら か じ め 停 電 時 の 対 応 を 学 校 等 、
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安 全 委員 会及 び保 護者 との 間で 事前 に確 認し てお く。  

(2)  新 型 イ ン フ ル エ ン ザ 等 感 染 症 及 び 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 感 染 拡 大

等 の 非常 時に おけ る感 染症 予防  

(ア )  医 療 的ケ ア児 は、新 型イ ンフ ルエ ンザ 等感 染症 及び 新型 コ ロ ナウ イル

ス 感 染 症 感 染 拡 大 等 に よ り 重 症 化 リ ス ク が 高 い こ と が 想 定 さ れ る た め 、

学 校 等は 、学 校 園医 、学 校園 薬 剤 師 等と 連携 した 保 健 管理 体制 を 整 備す

る と とも に、十 分な 感染 症予 防対 策を 講じ た上 で、医 療的 ケア 児 に 対し

て 、安全・安心 な教 育 環 境を 提供 する 必要 があ る。地域 の感 染 状 況や 主

治 医 の見 解を 確認 し、医 療 的ケ ア 指導 医に 相談 の上 、当該 医療 的 ケ ア児

の 【 様 式 ８  参 考 様 式 】 の 見 直 し 等 を 行 い 、 関 係 職 員 に 周 知 徹 底 す る 。 

(イ )  登 校 園の 判断  

校 園 長は 、主 治 医の 見解 を保 護 者 に確 認の 上、個別 に 登校 園 の 判断 を

す る。(「主 治医 の 見解 」とは 、医 療的 ケ ア 児が 学校 等で 感染 す る リス ク

や 、学 校等 で医 療的 ケア を行 う 際 に 、新 型イ ンフ ル エ ンザ 等感 染症 及び

新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 感 染 対 策 と し て 特 に 注 意 し な け れ ば な ら な

い 点 を指 す。 ) 

また 、医 療的 ケ ア 児の 登校 園に あた って 、登 校園 時 の 体調 管理 、学 校

等 で の 受 入 れ 体 制 も 含 め 、 学 校 園 医 及 び 医 療 的 ケ ア 指 導 医 に 相 談 す る 。 

(ウ )  医 療 的ケ アの 実施  

看 護 師等 は、「 １ ケ ア１ 手洗 い (手 指 消 毒 )」、「 ケア 前後 の 手洗 い (手指

消 毒 )」 を 基 本 と し 、 医 療 的 ケ ア を 実 施 す る 。 (１ ケ ア １ 手 洗 い (手 指 消

毒 )と は 、 例 え ば 、 同 じ 医 療 的 ケ ア 児 に 対 し て 、 喀 痰 吸 引 と 経 管 栄 養 を

行 う 際、それ ぞれ の 医療 的ケ ア ご とに 手洗 い又 は手 指消 毒を 行 う こと を

い う 。 ) 

特に、気管 内 吸 引や 吸入 など を 行 う際 は、使 い捨 て手 袋及 び フ ェイ ス

シ ー ルド (又は 、マ スク と ア イシ ール ド )を 着 用す るこ と 。な お 、使 い捨

て エ プロ ンや ガウ ンが 準備 でき る よ うで あれ ば、必 要 に 応じ て 着 用す る。 

(エ )  保 健 衛生 用品 の確 保  

医 療 的 ケ ア を 行 う に あ た り 、 看 護 師 等 が 使 用 す る 保 健 衛 生 用 品 (手 指

消 毒 用エ タノ ール やマ スク 、使い 捨 て手 袋、フ ェイ ス シ ー ルド 、ア イ シ

ー ル ド、 使い 捨て エプ ロン 等 )に つ い ては 、 学 校等 が 用 意す る。  

(オ )  消 毒 ・清 掃等 の実 施  

医 療 的ケ ア児 が利 用す る教 室等 に つ いて は、１日 １回 以 上、湿 式 清掃

し 、乾 燥 させ る。床に 血液 、分 泌物 、嘔 吐物 、排 泄 物 等が 付着 した 場合

は 、手袋 を 着 用 し、次亜 塩素 酸ナ トリ ウム 液 (0.1%)等 で清拭 後、湿式 清
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掃 し 、乾 燥さ せる 。  

附則  

１  こ の ガ イ ド ラ イ ン に 定 め る 医 療 的 ケ ア に 関 し 必 要 な 様 式 等 は 別 に 定 め る 。 

２  こ の ガイ ドラ イン は 、 令和 ６年 ３月 から 実施 する 。  

 

 


